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 ＊法人化移行時に、 

全契約・パート職員の 

雇用を継続 

 

＊忌引休暇・病気休暇 

（無給）を制度化 

 ＊夏季一斉休業日（2 日）・ 

忌引休暇を有給に 

 

＊育児休業が 1 歳半まで拡大 

 

＊週 15 時間以上勤務のパート職員 

の健康診断受診が可能に 

 ＊災害休暇（有給）が正職員と同等に 

 

＊契約職員の雇用中断日（3/31）を廃止させ、

ボーナスの支給率を改善 

 

＊パート職員の定年を 65 歳に引き上げ 

 

＊正職員化試験制度が実現 

 

＊地域手当を 10％→11％に改善させ、時給 UP 

 ＊法人化時に部局を 

またいで 3 年期限付き 

となってしまった職員 

の期限をなくさせる 

 

＊法人化後採用パート職員 

の雇用期限を 3 年→5 年に 

 ＊契約職員の退職金が 

0.3 カ月→1 ヶ月に 

 

＊3 期目止まりだった 

パート職員の時給に 

4・5 期目を新設 

 ＊正職員の 1 日当たり 15 分 

 の勤務時間短縮に伴い 

時給を UP させ、パート職員 

の勤務時間数を一方的に削減 

することを阻止 

 

＊全学非常勤向け研修の実現 

 ＊ 地 域 手 当 を

11％→12％に 

改善し、時給 UP 

 ＊法人化後採用者の 5 年期限満了

後の再雇用までに必要とされてい

た 1 年間の空白期間をなくさせ実

質的な継続雇用が可能に 

 

＊週 5 日勤務の契約・パート職員の

夏季休暇が 1 日増加 

2004年 

2005年 
2006年 

2007年 

2008年 

2009年 
2010年 

2011年 

 組合の取り組みの結果、 

法人化後、 

組合は、毎年着実に、 

みなさんの働く環境を良くしています！ 
*時給は、2006 年 2008 年、2009 年、2010 年、2015 年

2016 年、2017 年とアップさせ、時給の引き下げ提案は阻止し

ています。 

2016年 
2015年 

2013年 

 ＊地域手当を 

12％→13％に 

改善し、時給 UP 

 

＊正規化選考試験の

無実施を阻止！ 

 

＊全学非常勤向け研

修の実施を年 2 回に

拡大 

 

 ＊地域手当を 13％→15％に 

改善し、時給 UP 

2014年 

 ＊産前休暇を 6 週

から 8 週に拡大 

 
2017年 

 ＊5 年で完全雇止めと

する雇用ルールの制定

を阻止！部局の長が必

要と認める場合は、5

年を超える雇用が可能

に 

 

 

 
＊2018 年度末での一

斉の雇 い止めを阻止

し、1,200 名の無期化

を実現！ 

無期になるための筆記

試験実施を撤回させ、6

年目以上の人は原則無

期に。在職 3 年 1 カ月

を超える人も筆記試験

なしで面接と評価書で

無期に。 

 

＊正職の基本給の改善

で、非常勤も時給 UP 

 

＊契約職員（年俸制）

には支給されていなか

った交通費の支給を実

現！ 

 

＊正規化試験対象者か

ら部局選考型の事務補

佐・技術補佐員を除く

提案を阻止！ 
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